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成年後見センターが成年後見に関する様々

な悩みごとにお答

えします!!

無料相談のご案内

です。

成
交通事故に遭った際の自賠責保険。

認定結果に納得

できなかったこと

はありませんか？

そんな時行政書士

が力になります！

自賠責保険？？

「 ① ４ １ ３ ３ 」       

「 ② １ ２ ４ ９ 」        

行政書士にまつわ

る何の数字でしょう

か？

何の数字？

ご予約不要の無料

電話相談。

行政書士が暮らし

や事業の相談にの

ります。

市

年後見センター
無料相談開始

民相談センター

Puente（プエンテ）とは

スペイン語で「かけ橋」

という意味です。

みなさんと行政書士との

かけ橋となれるよう思い

を込めて。
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佐藤信也

５２才　行政書士

私鉄沿線の商店街で事

務所を開いている。

妻の久美、息子の信太、

娘のえりの４人家族
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成年後見センター無料相談スタート

東京都行政書士会成年後見センターでは、
一般の方への成年後見相談サービスを開始しました。

◆相談内容は？

成年後見制度全般について

（法定後見、任意後見制度利用に関する相談）

◆相談日時は？

毎週（月）～（金）

午前１０時～同１２時、午後１時～同４時

◆相談方法は？

①電話相談　（月）～（金）

②予約による面談相談　（月）（木）の週２回

◆相談場所は？

東京都行政書士会成年後見センター

（南平台合同センター）

〒１５０－００３６

東京都渋谷区南平台１５－１

ライオンズマンション南平台２０１号

◆電話・ＦＡＸ番号は？

電　話：０３－５４８９－７４４４

ＦＡＸ：０３－３４６３－０６６９

成年後見センターでは、一般市民の皆様への
相談活動をこのように行っています。

こんな時は是非ご相談ください。

・高齢で一人暮らしをしている。身近に頼れ

る人がいないので老後に不安を感じている。

・ 知的障がいがある子供がいる。自分がなく

なった後の子供の将来が不安でしかたがな

い。

・認知症が進んでお金の計算や買い物ができ

なくなってきている親族がいる。

・認知症の親がいるが、老人ホームの入居費

や医療費のため、所有物件を売却する必要

がある。

・寝たきりの親を介護しているが、他の兄弟

から親の財産管理について疑いを持たれて

いる。

・訪問販売などでついつい使うこともないよ

うな高額な健康器具やふとんなどを買って

しまう親族がいる。

「無料電話相談は

０３－５４８９－７４４４　まで」
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成年後見センター無料相談スタート

相談者の個人情報の機密保持は、後見セン

ター文書管理に関する内規によって厳重に管

理されますのでご安心ください。

個人情報管理は？

認知症のお年寄りや、知的障がい、精神障

がいのある方が、現在の能力を活かしながら、

終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・

生活面から保護し支援する制度です。

東京都行政書士会では、成年後見センター

を設置し、ご本人やご家族の心配を解決する

ため、成年後見事業のほか、隣接する日常生

活支援事業や介護などの福祉サービスについ

てもご相談できる体制を整えております。

成年後見制度とは？

判断能力が低下した時

に、家庭裁判所に後見人な

どを選任してもらい、その

人に支援してもらいます。

後見・保佐・補助の３つの

類型があります。

法定後見制度とは？

判断能力があるうちに、信頼できる人

との間で支援の内容を公正証書で契約し

ておき、判断能力が低下した時に任意後

見監督人選任の審判の申立てをおこなう

ことによって、自分が予め選んでおいた

任意後見人に速やかに支援してもらえま

す。

任意後見制度とは？

相談者紹介について

電話での相談や予約による面談などの相

談内容を、成年後見センターにて総合的に検

討し、相談者やご本人のご希望に沿った対応

ができるよう東京都行政書士会成年後見セン

ターの後見人候補者名簿登載者をご紹介いた

します。

東京都行政書士会成年後見センターでは、

６０時間の基礎研修や研修の効果測定、面接

などを実施し、専門職後見人の育成に努めて

います。

認定会員は、後見人候補者名簿登載証明書

（通称：ピンクカード）を所持するとともに成

年後見賠償責任保険にも加入しております。

＜法定後見制度・概要図＞

＜任意後見制度・概要図＞

（ご不明の方は成年後見センターへお問合せください）
監修　成年後見センター
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自賠責保険？？

交通事故でお怪我をされ、後遺症が残った場

合、その損害は、傷害部分の損害と後遺障害部

分の損害に分けることができます。

傷害部分の損害は、治療費、入院雑費、通院

交通費、休業損害、入通院慰謝料などです。一方、

後遺障害部分の損害は、逸失利益（後遺症のた

め失われた労働能力に対する補償）、後遺障害

慰謝料などです。

実務的には、後遺障害部分の損害を請求する

ためには、自賠責保険（共済）における後遺障

害の等級認定を受けることになります。等級は

労災に準拠しており１級から１４級まで用意さ

れています。

この後遺障害の等級認定を受けるためには、

加害者側の任意保険（共済）を通じて行う「事

前認定」手続きと、加害者の自賠責保険（共済）

に直接行う「被害者請求」（自動車損害賠償保

障法第１６条請求）手続きによるものとがあり

ます。

ところで、自動車保険の仕組みは、強制加入

である自賠責保険（共済）と、その上乗せ保険

である任意保険（共済）との二階建て構造となっ

ています。しかし、被害者はそれぞれに請求を

しなくても済むように、「一括払い制度」が用

意されております。この制度は、任意保険（共済）

が、自賠責保険（共済）からの支払い分もまと

めて被害者に支払い、後に、任意保険（共済）が、

自賠責保険（共済）に対し、自賠責支払い分を

請求するという制度です。

自賠責保険（共済）の支払い分とは、傷害

部分については１２０万円、後遺障害部分につ

いては、等級により７５万円（１４級）から

４,０００万円（要介護１級）、死亡については

３, ０００万円を限度に、国土交通大臣および

内閣総理大臣により定められた「支払基準」に

より計算されるものです。

たとえば、傷害部分の損害だけのケースで、

３００万円の損害があったとします。この場合、

「一括払い制度」のもとでは、任意保険（共済）

が３００万円すべてを支払い、後に１２０万円

について、自賠責保険（共済）に請求します。

したがって、結果的に任意保険（共済）の負担

は１８０万円ということになります。

しかし、被害者はいつでも「非一括」にする

ことができます。つまり、まずは、自賠責保険（共

済）に請求し、自賠責を超える部分を任意保険

（共済）に請求することができるわけです。

たとえば、「一括払い制度」のもと、「事前認定」

で１４級認定されたケースで、任意保険（共済）

が被害者に対し、後遺障害の損害につき７５万

円の提示をしたとします。そのまま、示談をし

ますと、任意保険（共済）は、被害者に後遺障

害部分の損害として７５万円を支払いますが、

後に、任意保険（共済）は、自賠責保険（共済）

に対し、その支払い分（１４級の自賠責の支払

い分は７５万円）を請求します。したがって、

このケースの場合、任意保険（共済）は負担が

ないということになります。

しかし、被害者が、自賠責保険（共済）に「被

害者請求」をしますと、まず、自賠責保険（共済）

は、その支払い分（７５万円）を被害者に支払

います。そして、被害者としては、後遺障害部

分の損害（逸失利益＋後遺障害慰謝料）を計算

し、すでに支払われた７５万円を差し引いた額

を、任意保険（共済）に請求すればいいわけです。

参考までに、むちうち症で１４級が認定され

た専業主婦の後遺障害部分の損害を、いわゆる

「赤い本」基準で計算すると次の通りとなると

されます（ちなみに、専業主婦でも、逸失利益

を請求することができます。）。

交通事故と後遺障害
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自賠責保険？

このケースを「非一括」にすると、被害者は、

まずは、自賠責保険（共済）に、７５万円を請

求・受領し、後に、１８４万３,０５０円から

７５万円を控除した額、１０９万３, ０５０円

を、後遺障害部分の損害の自賠責超過分として、

任意保険（共済）と交渉していくということに

なるわけです。

後遺障害の等級認定の判断は、基本的に、損

害保険料率算出機構という公の法人で労災基準

に準拠して行われます（農協の場合、農協が労

災基準に準拠して行います）。

その結果に不服である場合は、被害者は異議

申立をすることができます。異議申立は、「一

括払い制度」の枠組みで行っても構いませんし、

「被害者請求」で行うことも当然できます。

現状、後遺障害等級認定の手続きは、「一括

払い制度」のもと、「事前認定」で行われるの

が主流となっています。そして、損害賠償請求

をする際に、その等級を前提に、被害者は示談

交渉をすることになります。また、被害者が、

損害賠償請求を弁護士に依頼する場合も、「事

前認定」の結果得られた等級のまま、争われる

ことが非常に多くあります。

しかし、被害者の権利保護を考えますと、等

級については、加害者側の任意保険（共済）が

手続きをし、それに基づき、被害者や被害者の

代理人弁護士が損害賠償請求をするというの

は、ねじれ現象ともいえます。

等級の有無は、後遺障害部分の損害を請求で

きるか、できないかを大きく左右します。等級

の軽重は、損害賠償額の算出額を大きく左右し

ます。等級は、請求へのチケットといっても過

言ではありません。

行政書士は、自賠責保険（共済）の手続きを業

として行うことのできる国家資格者です。その行

政書士が、自賠責保険（共済）の被害者請求によ

る等級認定、異議申立を受任することは、大いに、

被害者や被害者の代理人弁護士の損害賠償請求を

サポートすることになると思われます。

「等級は加害者側の任意保険会社、請求は弁護

士」というねじれ現象を正し、「等級は行政書士、

請求は弁護士」というタッグで、被害者を保護し

ていく仕組みが必要なのかもしれません。

自動車損害賠償保障法の目的である「被害者

保護」の実現のため、被害者請求による等級認

定、異議申立を担う行政書士が今後増える必要

があると思われます。

文責　ヨネツボ行政書士法人

行政書士　米中　幸正

行政書士　大坪　力基

逸失利益＝基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
＝ 3,432,500 円（※ 1）× 5％（※ 2）× 4.3295（※ 3）
＝     743,050 円

後遺障害慰謝料　1,100,000 円

合計　1,843,050 円

（※１）　賃金センサス平成１８年第１巻第 1表の産業計、企業規模計、学歴計、
　　　　女性労働者の全年齢平均賃金額
（※２）　１４級の労働能力喪失率
（※３）　５年に対応するライプニッツ係数。ライプニッツ係数とは、中間利息を控除する係数。
　　　　むちうち症で１４級の場合、５年以下に制限される例が多い。
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①「４１３３」 ②「１２４９」何の数？
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